
１．件名「国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所の共通施設とし

ての放射性廃棄物の廃棄施設に係る新規制基準への適合性確認に関する事業者ヒ

アリング（１６８）」 

２．日時：令和２年６月４日（木）１６時００分～１８時３０分 

３．場所： 

（１）原子力規制庁１０階南会議室 

（２）日本原子力研究開発機構原子力科学研究所 

     ※本ヒアリングは、テレビ会議にて実施  

４．出席者  

 （１）原子力規制庁 

 原子力規制部 

 新基準適合性審査チーム 

    戸ヶ崎安全規制調整官、加藤安全審査官、島村安全審査官 

   検査グループ専門検査部門 

    千葉管理官補佐、松本主任原子力専門検査官 

 

 （２）国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

バックエンド技術部 課長 他４名 

 

５．要旨 

（１）国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（以下「原子力機構」という。）原子

力科学研究所の原子炉施設（放射性廃棄物の廃棄施設）の変更に係る設計及び工事

の方法の認可（以下「設工認」という。）について、資料 処理場－１６８－１に

基づいて設工認要否の判定結果の説明があった。 

 

（２）上記（１）の説明に対し、原子力規制庁から主に以下の事項について確認を行い、

原子力機構から了解した旨回答があった。 

   ○新たに設工認申請することで漏れなく申請されるとして挙げられている①～⑪

について、資料２ 適合性確認整理表の中の○印との関係を明確にすることが必

要なこと。 

  ○設工認分割申請について、分割の考え方の記載が必要なこと。 

 

（３）原子力機構から、令和 2 年 5 月 28 日に補正申請のあった設工認（その３）(※)

について、資料 処理場－１６８－２に基づいて概要説明があった。 

 

(※)日本原子力研究開発機構から原子力科学研究所の原子炉施設（放射性廃棄物の廃棄

施設）の変更に係る設計及び工事の方法の認可申請書の一部補正を受理 

 

（４）上記（３）の説明に対し、原子力規制庁から主に以下の事項について確認を行い、

https://www.nsr.go.jp/disclosure/law_new/TNR/170000104shiken.html
https://www.nsr.go.jp/disclosure/law_new/TNR/170000104shiken.html


原子力機構から了解した旨回答があった。 

  ○排水貯留ポンドと保管廃棄施設・Ｌの施設概要、構造等の説明が必要なこと。 

  ○外部事象影響について、結果だけではなく、前提条件、評価の考え方等評価の流

れがわかる説明が必要なこと。 

○保管廃棄施設・Ｌの外部火災影響について、コンクリート外壁表面温度がコンク

リートの許容温度を超える際の内表面温度の算出方法の説明が必要なこと。 

○排水貯留ポンドに対する外部事象影響の評価の考え方について、説明が必要なこ

と。 

○保管廃棄施設・Ｌの竜巻影響について、防護の考え方について説明が必要なこと。 

○トランシーバー等の仕様、数量の妥当性について、説明が必要なこと。 

○排水貯留ポンドの漏えい警報装置の警報設定の考え方について、説明が必要なこ

と。 

○排水貯留ポンドについて、規制の対象範囲を明確にする観点から、貯留槽、希釈

槽間の配管、ポンプ等の位置、高さ等について、説明が必要なこと。 

 

６．配付資料 

（１） 原子力機構からの配付資料 

・ 資料 処理場－１６８－１ 放射性廃棄物処理場の設工認要否判定結果につ

いて 

・ 資料 処理場－１６８－２ 放射性廃棄物処理場設計及び工事の方法の認可

申請（その３）補正申請概要 


